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議会運営委員会会議録 

 

開閉日時 平成 29 年 12 月８日（金） 午前 11 時１分～午前 11 時８分 

会  場 高浜市議場 

 

１．出席者 

１番 杉浦康憲、３番 柳沢英希、12 番 内藤とし子、14 番 鈴木勝彦、 

16 番 小野田由紀子 

オブザーバー 議長（９番）杉浦辰夫、副議長（７番）柴田耕一、 

６番 黒川美克、８番 幸前信雄 

 

２．欠席者 

なし 

 

３．傍聴者 

２番 神谷利盛、４番 浅岡保夫、11 番 神谷直子、13 番 北川広人 

15 番 小嶋克文 

 

４．説明のため出席した者 

なし 

    

５．職務のため出席した者 

議会事務局長、書記２名 

    

６．付議事項 

  １ 自由討議を実施する案件について 

  ２ 高浜市議会の議員の期末手当の支給割合の特例に関する条例の全部改 

正について 

３ その他 
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７．会議経過 

 

委員長挨拶 

 

委員長 ただいまの出席委員は、全員であります。よって、本委員会は成立い

たしましたので、これより議会運営委員会を開会いたします。 

 

 議長挨拶 

 

委員長 次に、本委員会記録の署名委員の指名についてであります。本件につ

いては、委員長から御指名申し上げて御異議ございませんか。 

 

「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 異議なしと認め、副委員長の柳沢英希委員を指名いたします。 

 本日の案件は、お手元に配付してあります付議事項のとおりであります。 

 

 

《議 題》 

１ 自由討議を実施する案件について 

委員長 この件につきましては、先ほど開催されました各派会議において、12

月定例会においては、自由討議は実施しないと決定されましたので、次に移ら

せていただきます。 

 

 

２ 高浜市議会の議員の期末手当の支給割合の特例に関する条例の全部改正に 

ついて 

委員長 この件について、12 月６日開催の議会運営委員会において、全会派よ
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り最終日に議員提案することで御了承いただきました。本日は、お手元に未定

稿とあります案を配付させていただいておりますので、初めに私から説明をさ

せていただきます。 

高浜市議会の議員の期末手当の支給割合の特例に関する条例の全部改正。本

案は、先の議会運営委員会で説明したとおり、昨年 12 月定例会において平成

29 年度分の高浜市議会の議員に係る期末手当の支給割合を 2.95 カ月に据え置

くことを全会一致で議員提案し、可決していることを踏まえ、今定例会に追加

上程されている議案第 75 号が可決され、市議会議員に係る期末手当の年間支給

割合が 3.30 月に引き上げられるという前提で、今年度 12 月期の期末手当の支

給割合を引き下げ、年間の支給割合を 2.95 月とする特例を定めるためのもので

す。 

 次に、改正の概要について説明します。新旧対照表及び参考資料も併せて御

参照願います。平成 29 年度において、期末手当の支給割合の特例として今年度

12 月期の期末手当の支給割合について、議案第 75 号の高浜市議会の議員の議

員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例第１条の改

正により、100 分の 175 に改められたものを、元の 100 分の 155 に戻して適用

することとするものです。なお、附則において、この条例の施行期日を公布の

日からとし、適用期日を平成 29 年 12 月１日からとするほか、併せて附則第３

項において、この条例は平成 30 年３月 31 日限りでその効力を失うこととして

おります。また、附則第２項において、今回の改正に併せて議員報酬等の根拠

条例について定めている高浜市議会基本条例の第 21 条を改正し、この期末手当

の支給割合の特例条例の条例番号を改正することとしています。 

 提案理由につきましては、諸般の事情に鑑み、平成 29 年 12 月期の高浜市議

会の議員に係る期末手当の支給割合を引き下げるため、としております。 

 影響額等につきましては、一昨日の議案説明会で配付されました説明資料に

記載のとおり、議長 22 万 8,375 円、副議長 19 万 6,402 円、議員、18 万 3,207

円、合計 280 万 6,468 円の減額の見込みです。 

 最後に、先ほども説明したとおり、この条例は平成 30 年３月 31 日をもって

失効することから、３月定例会において改めて議会基本条例の第 21 条の一部改
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正を行う必要がありますので、御承知願います。説明は以上です。 

 次に、提出者、賛成者及び提案理由についてですが、昨年の 12 月定例会で特

例条例を提出した際と同様、提出者を議会運営委員長、賛成者をオブザーバー

委員を含む他の議会運営委員会委員とすることで御異議ございませんか。いい

ですか。 

 この件について、一部の方から全員の名前をということでありましたけれど

も、議会運営委員会の申し合わせ事項により、議運のメンバーということにさ

せてもらいたいと思いますので、特例を認めますと、これ以後、そういうこと

が起きうるということですので、議運のメンバーで提出をさせていただくとい

うことにさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それをもって、異議ないでしょうか。 

 

「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 異議もないようですので、そのように決定させていただきます。 

 ただいま御決定をいただいた案で最終日に上程させていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

 

３ その他 

委員長 皆さんのほうで何かあれば、お願いします｡ 

 

 意 見 な し 

 

委員長 以上をもって、議会運営委員会を終了いたします。 

  

 委員長挨拶 
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閉会 午前 11 時８分    

 

 

議会運営委員会委員長 

 

 

議会運営委員会副委員長 

 


